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男女共同参画社会をつくる 

～男女共同参画に関するＱ＆Ａ～ 

 

Ｑ５６    平成１１（１９９９）年６月に男女共同参画社会基本法が制定され本年で 

２０年。女性の活躍の顕著な実例を教えて頂きたい。 

 

Ａ５６   「女性社員の一言が生んだ新たな道」 

勇心酒造株式会社は、香川県綾川町にあ 

る安政元（１８５４）年創業の酒造会社で 

ある。当初は日本酒の造り酒屋であったが、 

昭和４９（１９７４）年に現社長が米の総 

合利用研究を開始したことを皮切りに、米 

の発酵エキスの開発に力を入れ、現在では、日本酒造りだけでなく、米の発

酵を生かした化粧品素材等の開発・販売を中心に事業を展開している。当初

の研究は、入浴剤の開発を中心に進められていたが、日本酒の売上だけでは

なかなか新規事業の研究を継続させることが厳しい苦しい時期もあった。そ

のような状況の中、ある女性社員からの「エキスの浸透力が高く、従来のも

のとは一線を画す化粧品が開発できる」との一言により、化粧品への活用と

いう方法を見出した。その結果、当時、米の発酵エキスの化粧品への使用は

他に例がなかったこともあり、売上を伸ばすことができた。 

勇心酒造は、現在、１１２名の社員のうち男性社員が５２名、女性社員が

６０名と男女の割合がほぼ同じである。日本酒造りが事業の中心であった頃

は、男性社員が大半を占めていたが、事業の中心が化粧品に移るに連れて、

化粧品の開発にあたって、実際の使い心地が大切であり、女性社員の意見が 

 

（勇心酒造株式会社） 



 

重要であったこと、優秀であれば男女問わずに

積極的に採用を行ってきたこと、育児休業を利

用して働き続ける社員も増え、離職する社員も

少ないことが相まって、結果として現在の均衡 

   がとれた状況となっている。 

勇心酒造では、多くの女性研究員も活躍している。一般的に企業で働く研究

員はまだまだ長時間勤務を強いられることが多いが、勇心酒造では、そのよう

な状況を改善するために、研究を効率的に行うことができる最新の分析機器の

導入や研究員個々の就業状況を考慮した目標管理制度を取り入れた。このよう

な取組の結果、時間の制約があっても働き続けることが可能となり、女性研究

員だけでなく、研究員全体にとって働きやすい職場環境が実現している。 

地方では優秀な人材を確保することが難しいことも多々あるが、勇心酒造の

研究内容や職場環境に魅力を感じ、地元の香川県を中心に就職を希望する者は

多い。女性社員達からは、「地元である香川県で働きたい」、「研究内容や商品に

興味を持った」ことをきっかけに同社に就職し、「自身が開発した素材の商品化」、

「愛されるロングセラー商品をつくりたい」等の目標をもって仕事をしている

姿に、今後の活躍発展が大いに期待されている。 
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